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(57)【要約】
【課題】凸部及び凹部が設けられた肌面シートを有する
吸収性物品において、体液の引き込み性を向上させる。
【解決手段】使い捨ておむつ１０のトップシート５０は
、凸部５２及び凹部５１を有する。吸収体４０は、吸収
体の幅方向の中央に位置し、かつ周囲の吸収体よりも非
肌対向面側に凹むように吸収材料が配置された中央部４
６を有する。凸部及び凹部は、中央部と重なる領域に配
置される。凹部の繊維の密度は、凸部の繊維の密度より
も高い。凸部において非肌対向面側に位置する底部５２
２の繊維の密度は、凸部において肌対向面側に位置する
頂部５２１の繊維の密度よりも高い。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前後方向と、
　前記前後方向と直交する幅方向と、
　吸収材料を有する吸収体と、
　前記吸収体の肌対向面側に位置し、繊維を含む肌面シートと、を備え、
　前記肌面シートは、凸部及び前記凸部よりも非肌対向面側に凹む凹部を有する吸収性物
品であって、
　前記吸収体は、前記吸収体の前記幅方向の中央に位置し、かつ周囲の吸収体よりも非肌
対向面側に凹むように前記吸収材料が配置された中央部を有し、
　前記凸部及び前記凹部は、前記中央部と重なる領域に配置され、
　前記凹部の繊維の密度は、前記凸部の繊維の密度よりも高く、
　前記凸部において非肌対向面側に位置する底部の繊維の密度は、前記凸部において肌対
向面側に位置する頂部の繊維の密度よりも高い、吸収性物品。
【請求項２】
　前記中央部、前記凸部及び前記凹部は、前記前後方向に延びており、
　前記凸部及び前記凹部は、前記幅方向において交互に配置されている、請求項１に記載
の吸収性物品。
【請求項３】
　前記吸収性物品の平面視において、前記凹部は、前記凸部の周り囲んで配置されている
、請求項１又は請求項２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記中央部は、前記吸収体の前端縁と離間し、かつ前記吸収体の後端縁と離間している
、請求項１から請求項３のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記吸収体は、前記前後方向に延びる一対の第１折り線及び第２折り線を有し、
　前記吸収体は、前記吸収体が折り畳まれた折り畳み状態において、
　前記一対の第１折り線の間に位置し、前記吸収体の前記幅方向の中央を含む第１領域と
、
　前記第１折り線よりも前記幅方向の内側に位置する前記第２折り線と前記第１折り線と
の間に位置し、前記第１領域の肌対向面側にそれぞれ配置される一対の第２領域と、
　前記第２折り線よりも前記幅方向の外側において前記第２領域の肌対向面側にそれぞれ
配置される一対の第３領域と、を有し、
　前記一対の前記第２折り線は、前記幅方向に離間しており、
　前記中央部は、前記第１領域、前記第２領域及び前記第３領域が重なった一対の重畳部
の間に設けられる、請求項１から請求項４のいずれかに記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記重畳部の内側縁は、非肌対向面側に向かって延びる壁部を有し、
　前記凸部及び前記凹部は、前記壁部を覆う領域に配置される、請求項５に記載の吸収性
物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、凸部及び凹部が設けられた肌面シートを有する吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　凸部及び凹部が設けられた肌面シートを有する吸収性物品が提供されている。特許文献
１の肌面シートの凸部及び凹部は、吸収体の肌対向面側を覆うように配置されている（例
えば、特許文献１の図２及び図３参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４８４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような吸収性物品が着用されると、着用者の体圧が吸収性物品に掛かり、肌対向面
側から非肌対向面側に向かって吸収性物品が押圧される。肌対向面側から非肌対向面側に
向かって吸収性物品が押圧されると、肌面シートの凸部及び凹部が潰れてしまうことがあ
る。特に、肌面シートの幅方向の中央は、着用者の排泄口に対向するように配置され、体
液が多く排出される。当該肌面シートの幅方向の中央において凸部及び凹部が潰れてしま
うと、体液の引き込み性を向上させ難くなる。
【０００５】
　本開示は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、凸部及び凹部が設けられた肌面シ
ートを有する吸収性物品において、体液の引き込み性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示に係る吸収性物品（使い捨ておむつ１０）は、前後方向（前後方向Ｌ）と、前記
前後方向と直交する幅方向（幅方向Ｗ）と、吸収材料を有する吸収体（吸収体４０）と、
前記吸収体の肌対向面側に位置し、繊維を含む肌面シート（トップシート５０）と、を備
え、前記肌面シートは、凸部（凸部５２）及び前記凸部よりも非肌対向面側に凹む凹部（
凹部５１）を有する吸収性物品であって、前記吸収体は、前記吸収体の前記幅方向の中央
に位置し、かつ周囲の吸収体よりも非肌対向面側に凹むように前記吸収材料が配置された
中央部（中央部４６）を有し、前記凸部及び前記凹部は、前記中央部と重なる領域に配置
され、前記凹部の繊維の密度は、前記凸部の繊維の密度よりも高く、前記凸部において非
肌対向面側に位置する底部（底部５２２）の繊維の密度は、前記凸部において肌対向面側
に位置する頂部（頂部５２１）の繊維の密度よりも高いことを要旨とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示によれば、凸部及び凹部が設けられた肌面シートを有する吸収性物品において、
体液の引き込み性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態における使い捨ておむつの平面図である。
【図２】図１に示したＡ－Ａ線に沿った使い捨ておむつの断面図である。
【図３】図２のＢ部分を模式的に示した拡大断面図である。
【図４】トップシート及び吸収体を模式的に示した斜視図である。
【図５】展開状態の吸収体の平面図である。
【図６】図５のＣ－Ｃ線に沿った吸収体の断面図である。
【図７】図２に示す断面におけるトップシート及び吸収体を模式的に示した図である。図
７（ａ）は、着用前の状態を示しており、図７（ｂ）は、着用後の状態を示している。
【図８】図２に示す使い捨ておむつの着用状態を模式的に示した断面図である。
【図９】変形例１に係るトップシートを示す図である。図９（ａ）は、斜視図であり、図
９（ｂ）は、平面図である。
【図１０】変形例１における使い捨ておむつの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１０】
　前後方向と、
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　前記前後方向と直交する幅方向と、
　吸収材料を有する吸収体と、
　前記吸収体の肌対向面側に位置し、繊維を含む肌面シートと、を備え、
　前記肌面シートは、凸部及び前記凸部よりも非肌対向面側に凹む凹部を有する吸収性物
品であって、
　前記吸収体は、前記吸収体の前記幅方向の中央に位置し、かつ周囲の吸収体よりも非肌
対向面側に凹むように前記吸収材料が配置された中央部を有し、
　前記凸部及び前記凹部は、前記中央部と重なる領域に配置され、
　前記凹部の繊維の密度は、前記凸部の繊維の密度よりも高く、
　前記凸部において非肌対向面側に位置する底部の繊維の密度は、前記凸部において肌対
向面側に位置する頂部の繊維の密度よりも高い、吸収性物品。
【００１１】
　着用時に着用者の体圧が吸収性物品に掛かると、肌対向面側から非肌対向面側に向かっ
て吸収性物品が押圧される。このとき、吸収体の幅方向の中央に位置する中央部が非肌対
向面側に凹んでいるため、中央部と重なる領域の肌面シートは、中央部の周囲と重なる肌
面シートと比べて体圧を受け難い。よって、中央部と重なる領域の肌面シートに設けられ
た凸部及び凹部は、潰れ難く、その形状を維持し易くなる。
【００１２】
　肌面シートに設けられた凸部及び凹部によって、着用者から排出された体液を凸部間に
位置する凹部の凹みに引き込むことができ、体液の引き込み性を向上できる。加えて、凹
部の繊維の密度が凸部の繊維の密度よりも高いため、肌対向面側に位置する凸部によって
引き込んだ体液を円滑に凹部へ移行できる。凸部から凹部へ体液を移行することにより、
凸部及び凹部が配置された全体の領域で体液を効率よく引き込むことができる。よって、
中央部と重なる領域の肌面シートに設けられた凸部及び凹部を介して、吸収体の中央部に
引き込むことができ、体液の引き込み性を向上できる。さらに、底部の繊維の密度が頂部
の繊維の密度よりも高いため、凸部内においても肌対向面側から非肌対向面側に体液を導
き易くなり、体液の引き込み性が向上する。
【００１３】
　体液の引き込み性が向上することにより、肌面シート上に体液が残り難くなり、肌に触
れる部分の湿りを低減し、装着感を向上できる。また、体液の引き込み性が向上すること
により、体液が肌面シート上を伝わることを抑制し、漏れの発生を抑制できる。
【００１４】
　かかる吸収性物品であって、
　前記中央部、前記凸部及び前記凹部は、前記前後方向に延びており、
　前記凸部及び前記凹部は、前記幅方向において交互に配置されていることが望ましい。
【００１５】
　このような吸収性物品によれば、吸収体の中央部が前後方向に延びているため、吸収体
の前後方向に延びる一定領域において、肌面シートの凸部及び凹部を維持でき、体液の引
き込み性を向上できる。また、凸部及び凹部が前後方向に延びているため、凸部及び凹部
に沿って体液を前後方向に拡散でき、吸収体の前後方向全域を有効活用することができる
。
【００１６】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収性物品の平面視において、前記凹部は、前記凸部の周り囲んで配置されていて
よい。
【００１７】
　このような吸収性物品によれば、凸部の周りを囲んで凹部が配置されているため、凸部
に引き込んだ体液を周囲の凹部に拡散できる。平面視にて体液を放射状に拡散でき、より
迅速に体液を拡散し、体液の引き込み速度を高めることができる。
【００１８】
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　かかる吸収性物品であって、
　前記中央部は、前記吸収体の前端縁と離間し、かつ前記吸収体の後端縁と離間してよい
。
【００１９】
　中央部は、非肌対向面側に凹んでおり、当該凹みによって前後方向に体液を拡散できる
。また、中央部が吸収体の前端縁と離間し、かつ吸収体の後端縁と離間していることによ
り、中央部によって前後に拡散する体液が吸収体の前端縁及び後端縁に到達し難くなる。
よって、吸収体の前端縁及び後端縁における体液の漏れをより抑制できる。
【００２０】
　かかる吸収性物品であって、
　前記吸収体は、前記前後方向に延びる一対の第１折り線及び第２折り線を有し、
　前記吸収体は、前記吸収体が折り畳まれた折り畳み状態において、
　前記一対の第１折り線の間に位置し、前記吸収体の前記幅方向の中央を含む第１領域と
、
　前記第１折り線よりも前記幅方向の内側に位置する前記第２折り線と前記第１折り線と
の間に位置し、前記第１領域の肌対向面側にそれぞれ配置される一対の第２領域と、
　前記第２折り線よりも前記幅方向の外側において前記第２領域の肌対向面側にそれぞれ
配置される一対の第３領域と、を有し、
　前記一対の前記第２折り線は、前記幅方向に離間しており、
　前記中央部は、前記第１領域、第２領域及び第３領域が重なった一対の重畳部の間に設
けられることが望ましい。
【００２１】
　このような吸収性物品によれば、中央部よりも幅方向の外側に、第１領域、第２領域及
び第３領域が積層された重畳部が配置される。重畳部は、中央部と比較して吸収材料の坪
量が高い。中央部に重なる領域に設けられた凸部及び凹部を介して中央部に引き込んだ体
液を、比較的坪量が高い重畳部によって吸収し、体液の引き込み性を更に向上できる。
【００２２】
　中央部は、第１領域のみによって構成されており、重畳部は、第１領域、第２領域及び
第３領域が積層されている。重畳部の厚さは、中央部の厚さよりも厚い。中央部よりも幅
方向の外側に位置する吸収体の厚さが厚いため、中央部に重なる領域に設けられた凸部及
び凹部の形状を更に維持しやすくなり、凸部及び凹部による体液の引き込み性を更に向上
できる。
【００２３】
　かかる吸収性物品であって、
　前記重畳部の内側縁は、非肌対向面側に向かって延びる壁部を有し、
　前記凸部及び前記凹部は、前記壁部を覆う領域に配置されることが望ましい。
【００２４】
　このような吸収性物品によれば、壁部は、非肌対向面側に向かって延びており、平面方
向に延びる領域と比較して体圧が掛かり難い。当該壁部を覆う領域に配置された凸部及び
凹部は、体圧等によって潰れ難く、形状が維持され易い。凸部及び凹部の形状を更に維持
し易いことにより、凸部及び凹部による体液の引き込み性を更に向上できる。
【００２５】
＝＝＝本実施の形態に係る吸収性物品について＝＝＝
　次に、本発明に係る吸収性物品としての使い捨ておむつの実施形態について、図面を参
照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同
一または類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率な
どは現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な寸法などは以
下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や
比率が異なる部分が含まれ得る。
【００２６】
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　（１）使い捨ておむつの全体概略構成
　図１は、本実施形態に係る使い捨ておむつ１０の展開状態の平面図である。図２は、図
１に示したＡ－Ａ線に沿った使い捨ておむつ１０の断面図である。図１に示す平面図は、
使い捨ておむつを構成するトップシート５０及びサイドシート７０等の皺が形成されない
状態まで、レッグ伸縮部７５及び立体ギャザーの弾性部材７７を伸長させた状態の図であ
る。
【００２７】
　使い捨ておむつ１０は、前胴回り域２０と、股下域２５と、後胴回り域３０と、を有す
る。前胴回り域２０は、着用者の前胴回り部（腹部分）と接する部分である。また、後胴
回り域３０は、着用者の後胴回り部（背部分）と接する部分である。股下域２５は、前胴
回り域２０と後胴回り域３０との間に位置し、脚回り開口部３５が設けられる領域である
。脚回り開口部３５は、使い捨ておむつの外側縁に設けられており、使い捨ておむつが着
用者に着用された状態で着用者の脚回りに沿って配置される部分である。なお、外側縁は
、幅方向の外側端であり、内側縁は、幅方向の内側端である。
【００２８】
　なお、本実施形態では、前胴回り域２０から後胴回り域３０に向かう方向を前後方向Ｌ
と呼び、前後方向Ｌと直交する方向を幅方向Ｗと呼び、着用者の肌対向面側Ｔ１と、肌対
向面側Ｔ１と反対側であり、着用者の非肌対向面側Ｔ２と、を含む方向を厚さ方向Ｔと呼
ぶ。
【００２９】
　使い捨ておむつ１０は、吸収体４０と、吸収体４０の肌対向面側Ｔ１に配置される肌面
シートと、吸収体４０の非肌対向面側Ｔ２に位置する非肌面シートと、を少なくとも有す
る。吸収体４０は、少なくとも股下域２５に配置される。図６に示すように、吸収体４０
は、吸収コア４０ａと、コアラップ４０ｂと、を有する。吸収コア４０ａは、従来の使い
捨ておむつと同様の材料によって構成でき、粉砕パルプや高吸収ポリマー（ＳＡＰ）など
の吸収材料を含んでおり、公知の部材や材料を用いて適宜構成することができる。
【００３０】
　コアラップ４０ｂは、吸収材料である吸収コア４０ａを覆うシートである。コアラップ
４０ｂは、透液性を有する各種の繊維不織布もしくはティッシュによって構成される。吸
収体４０は、周囲の吸収体よりも非肌対向面側に凹むように吸収材料が配置された中央部
４６を有する。中央部４６は、周囲の吸収体よりも坪量が低い部分、周囲の吸収体よりも
厚さが薄い部分、周囲の吸収体よりも圧搾された部分等によって構成される。吸収体４０
については、後述にて詳細に説明する。
【００３１】
　肌面シートは、トップシート５０と、サイドシート７０と、を有する。トップシート５
０は、不織布や織物などの液透過性のシートによって形成される。トップシート５０は、
着用者の肌に当接するシートである。トップシート５０は、凹部及び凸部を有する。トッ
プシートについては、後述にて詳細に説明する。
【００３２】
　サイドシート７０は、トップシート５０の外側縁を覆い、トップシート５０よりも幅方
向外側に延出する。サイドシート７０の内側縁は、幅方向外側に折り返されており、２層
のサイドシート７０間に前後方向に伸縮する弾性部材７７が配置される。サイドシート７
０と弾性部材７７とは、立体ギャザーを構成する。立体ギャザーは、前後方向に伸縮する
弾性部材７７を有し、かつ使い捨ておむつの幅方向の中心よりも幅方向の両外側に一対で
配置される。
【００３３】
　非肌面シートは、少なくともバックシート６０ａと外装シート６０を有する。バックシ
ート６０ａは、液不透過性を有し、吸収コア４０ａ及びコアラップ４０ｂの非肌対向面側
Ｔ２に配置される。外装シート６０は、バックシート６０ａの非肌対向面側Ｔ２に配置さ
れる。
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【００３４】
　サイドシート７０には、ファスニングテープ９０が備えられる。ファスニングテープ９
０は、後胴回り域３０において、幅方向Ｗに沿って延び、前胴回り域２０のターゲット部
９５に止着されることにより、使い捨ておむつ１０を着用者の身体に保持する。ターゲッ
ト部９５は、一対のファスニングテープ９０がそれぞれ止着するように構成されている。
吸収体４０の幅方向の外側には、脚回り開口部３５の周囲に形成され、前後方向Ｌに伸縮
可能なレッグ伸縮部７５が備えられる。
【００３５】
　このように構成された吸収性物品の製造方法は、特に限定されない。しかし、吸収体４
０の中央部４６に重なる領域に配置されるトップシート５０は、吸収体４０の中央部４６
が形成された後に、吸収体４０上に配置されることが好ましい。吸収体４０上にトップシ
ートが配置された状態で、吸収体４０及びトップシート５０をエンボス加工等して中央部
４６の凹んだ部分を形成する製造方法と比較して、トップシート５０の凹部及び凸部の形
状を維持することができる。
【００３６】
（２）トップシートの構成
　次いで、図３及び図４に基づいて、トップシート５０の構成について詳細に説明する。
図３は、図２のＢ部分を模式的に示した拡大断面図である。図４は、トップシート５０及
び吸収体４０を模式的に示した斜視図である。トップシート５０は、凹部５１と凸部５２
を有する。なお、図１に示す平面図においては、凸部５２及び凹部５１を省略して示して
いる。凹部５１は、凸部５２よりも非肌対向面側に凹んでいる。凹部５１の厚さＴ５１は
、凸部５２の厚さＴ５２よりも薄い。凸部５２は、使い捨ておむつの厚さ方向に突出し、
凹部５１は、厚さ方向に窪んでいる。トップシート５０の厚さ方向Ｔの中心５０ＣＬより
も肌対向面側Ｔ１に位置する部分は、凸部５２を構成し、トップシート５０の厚さ方向の
中心５０ＣＬよりも非肌対向面側Ｔ２に位置する部分は、凹部５１を構成する。トップシ
ート５０に凸部５２及び凹部５１が設けられているため、着用者から排出された体液を凸
部５２間に位置する凹部５１の凹みに引き込むことができ、体液の引き込み性を向上でき
る。体液の引き込み性が向上することにより、吸収体の前端縁及び後端縁における漏れを
低減できる。体液の引き込み性が向上することにより、トップシート５０上に体液が残り
難くなり、肌に触れる部分の湿りを低減し、装着感を向上できる。また、体液の引き込み
性が向上することにより、体液がトップシート５０上を伝わることを抑制し、漏れの発生
を抑制できる。
【００３７】
　凹部５１の密度は、凸部５２の密度よりも高い。このような構成によれば、凸部５２と
凹部５１に密度差が発生する。体液は、密度が低い領域から密度が高い領域に引き込まれ
、密度差が大きいほど、体液が引き込まれ易くなる。密度差によって体液が凸部５２から
凹部５１へ素早く移行する。そのため、肌対向面側に位置する凸部５２によって引き込ん
だ体液を、凹部５１によって体液を引き込み易くなり、吸収性を高めることができる。凸
部５２及び凹部５１が配置された全体の領域で体液を効率よく引き込むことができる。
【００３８】
　凸部５２において非肌対向面側に位置する底部５２２の繊維の密度は、凸部５２におい
て肌対向面側に位置する頂部５２１の繊維の密度よりも高い。凸部５２内においても肌対
向面側Ｔ１から非肌対向面側Ｔ２に体液を導きやすくなり、体液の引き込み性を更に高め
ることができる。凸部５２においてトップシート５０の厚さ方向Ｔの中心５０ＣＬよりも
肌対向面側Ｔ１に位置する部分は、頂部５２１を構成し、凸部５２においてトップシート
５０の厚さ方向Ｔの中心５０ＣＬよりも非肌対向面側Ｔ２に位置する部分は、底部５２２
を構成する。凸部５２の頂部５２１に引き込まれた体液は、凸部５２の底部５２２に移行
し、更に凸部５２の底部５２２から凹部５１に移行する。トップシート５０の厚さ方向Ｔ
と平面方向の両方において体液を拡散でき、肌に付着する体液を迅速に引き込むことがで
きる。肌に触れる部分の湿りを低減し、装着感を向上できる。
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【００３９】
　凹部５１及び凸部５２は、それぞれ前後方向Ｌに延びている。凹部５１は、幅方向Ｗに
間隔を空けて配置され、凸部５２は、幅方向Ｗに間隔を空けて配置されている。凹部５１
と凸部５２は、幅方向Ｗにおいて交互に配置される。トップシート５０は、凸部５２から
なる畝と凹部からなる溝を有する畝溝構造である。なお、本実施の形態において「前後方
向に沿って延びる」とは、少なくとも前後方向に一定の範囲を有する構成であればよく、
前後方向に対して傾斜しつつ前後方向に延びる構成も含むものである。凸部５２及び凹部
５１が前後方向に延びていることにより、凸部５２及び凹部５１に沿って体液を前後方向
に拡散でき、吸収体の前後方向全域を有効活用することができる。また、体液を吸収する
吸収体の面積が広くなり、体液をより迅速に引き込み、肌に触れる部分の湿りを低減し、
装着感を向上できる。
【００４０】
　凸部５２及び凹部５１は、トップシート５０の全面に設けられている。本実施の形態に
おける凸部５２の前端縁及び凹部５１の前端縁は、トップシート５０の前端縁及び使い捨
ておむつの前端縁に一致し、吸収体４０の前端縁よりも前方に位置する。本実施の形態に
おける凸部５２の後端縁及び凹部５１の後端縁は、トップシート５０の後端縁及び使い捨
ておむつの後端縁に一致し、吸収体４０の後端縁よりも後方に位置する。
【００４１】
　なお、凸部５２の厚さ（厚さ方向の長さ）および凹部５１の厚さは以下のようにして測
定できる。ここで、凸部５２の厚さとは凸部５２の頂部における厚さであり、凹部５１の
厚さとは凹部５１の最も深い部分の厚さである。
（i）カッターナイフ（コクヨ製、ＨＡ－１００Ｂ、ＨＡ－ＮＢ用の標準替え刃）を使用
して、厚さ測定用の繊維不織布片を幅方向に平行に裁断し、その繊維不織布片に幅方向に
平行する観測用切断面を作る。その後に、その繊維不織布片の表面を水平面の上に載せ、
キーエンスデジタルマイクロスコープＶＨＸ－１００を用いて観測用断面の２５倍の写真
を得る。
（ii）断面写真を画像処理ソフトであるスカラ（株）製画像解析ソフトＵＳＢデジタルで
処理して、画像を二値化する。そのときに、閾値＝５０に設定する。二値化した画像につ
いて二値画像形状解析の演算方法「穴埋め」を選択し、次に対象色「白」を選択して処理
する。さらに二値画像形状解析の演算方法「穴埋め」を選択し、次に対象色「黒」を選択
して処理する。処理の終わった画像では、ステープル繊維の集団である白島部からその外
へ飛び出して毛羽状を呈しているステープル繊維を消して、毛羽立ちのない幅方向断面の
修正写真を得る。
（iii）修正写真において、凸条部の頂点とサンプルを設置している水平面との中間点を
、シートの厚さ方向の中心とする。当該中間点よりも凸条部の頂点側に位置する部分を凸
部５２とし、当該中間点よりも水平面側に位置する部分を凹部５１とする。
（iv）修正写真において、凸条部の頂点からサンプルを設置している水平面に対しての距
離を凸部５２の厚さとする。
（V）水平面に直交して、凹条部の底部の点から、サンプルを設置している水平面に対し
ての距離を凹部５１の厚さとする。
【００４２】
　また、シートの繊維の密度及び坪量は、例えば、以下の測定方法によって測定すること
ができる。密度を測定するシートの面積及び重量を測定し、重量と、面積と、厚さと、に
基づいて密度を算出する。また、凸部５２の密度と凹部５１の密度は、シートの凸部５２
のみを切り出すと共に凹部５１のみを切り出し、当該切り出した部分を用いて測定できる
。
【００４３】
（３）吸収体の構成
　次いで、吸収体４０の構成について詳細に説明する。吸収体４０は、図５及び図６に示
すように、展開状態において１枚のシート状である。吸収体４０は、前後方向に延びる一
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対の第１折り線ＦＬ１と、前後方向に延びる一対の第２折り線ＦＬ２と、を有する。一対
の第１折り線ＦＬ１及び一対の第２折り線ＦＬ２は、吸収体を折り畳むための折り線であ
り、吸収体を折り畳んだ状態で形成される。吸収体４０は、一対の第１折り線ＦＬ１と一
対の第２折り線ＦＬ２とによって４か所で折られており、複数層に積層されている。一対
の第１折り線ＦＬ１同士、一対の第２折り線ＦＬ２同士、及び第１折り線ＦＬ１と第２折
り線ＦＬ２は、それぞれ幅方向において離間している。図５に示すように、吸収体４０の
展開状態（第１折り線ＦＬ１及び第２折り線ＦＬ２によって折り畳まれていない状態）に
おいて、第２折り線ＦＬ２は、第１折り線ＦＬ１よりも幅方向の外側に位置する。図２に
示すように、吸収体の折り畳み状態（第１折り線ＦＬ１及び第２折り線ＦＬ２によって折
り畳まれた状態）において、第２折り線ＦＬ２は、第１折り線ＦＬ１よりも幅方向の内側
に位置する。
【００４４】
　吸収体４０は、折り畳み状態において、一対の第１折り線ＦＬ１の間に位置する第１領
域４０１と、第１折り線ＦＬ１と第２折り線ＦＬ２との間に位置する一対の第２領域４０
２と、第２折り線ＦＬ２よりも幅方向の外側に位置する一対の第３領域４０３と、を有す
る。図５及び図６に示す展開状態において、第１領域４０１は、吸収体４０の幅方向Ｗの
中央を含み、一対の第１折り線ＦＬ１の間の領域である。第２領域４０２は、展開状態に
おいて第１領域４０１を挟んで両側に位置し、第１折り線ＦＬ１と第２折り線ＦＬ２の間
の領域である。第３領域４０３は、展開状態において第１領域４０１及び一対の第２領域
４０２を挟んで両側に位置し、第２折り線ＦＬ２よりも幅方向外側の間の領域である。第
１領域４０１、第２領域４０２、及び第３領域４０３は、幅方向Ｗにおいて連続している
。第１領域４０１、第２領域４０２、第３領域４０３は、連続する１枚のコアラップ４０
ｂによって覆われている。コアラップ４０ｂは、第１領域４０１、第２領域４０２及び第
３領域４０３を跨っている。
【００４５】
　吸収体４０は、第１折り線ＦＬ１によって着用者に対して谷折りされ、かつ第２折り線
ＦＬ２によって着用者に対して山折りされる。吸収体４０が折り畳まれた折り畳み状態で
、第１領域４０１の肌対向面側Ｔ１に第２領域４０２が配置され、第２領域４０２の肌対
向面側Ｔ１に第３領域４０３が配置されている。第３領域４０３は、少なくとも一部が第
２領域４０２の肌対向面側Ｔ１に配置されていればよい。吸収体４０は、第１折り線ＦＬ
１及び第２折り線ＦＬ２によって折り畳まれるため、幅方向の寸法がコンパクトになる。
【００４６】
　折り畳み状態で一対の第２折り線ＦＬ２は、幅方向Ｗにおいて離間している。第１折り
線ＦＬ１と第２折り線ＦＬ２の間は、第１領域４０１、第２領域４０２、及び第３領域４
０３が配置される重畳部４５を構成する。重畳部４５は、第１領域４０１、第２領域４０
２及び第３領域４０３が積層された部分であり、第１折り線ＦＬ１と第２折り線ＦＬ２の
間の部分である。一対の第２折り線ＦＬ２の間には、第１領域４０１のみが配置される。
一対の第２折り線ＦＬ２の間は、吸収体４０の厚さが比較的薄く、一対の第２折り線ＦＬ
２よりも幅方向の外側の領域と比較して非肌対向面側Ｔ２に凹んでいる。
【００４７】
　一対の重畳部４５の間に位置し、重畳部よりも凹んだ部分は、中央部４６を構成する。
中央部４６は、吸収体４０の幅方向Ｗの中央に位置し、かつ周囲の吸収体（中央部４６に
隣接する重畳部４５）よりも非肌対向面側に凹むように吸収材料が配置された部分である
。中央部４６は、一対の重畳部４５の間に設けられている。中央部４６は、第１領域４０
１のみによって構成されており、重畳部４５は、第１領域４０１、第２領域４０２及び第
３領域４０３によって構成されている。そのため、中央部４６の厚さは、周囲の吸収体（
中央部４６に隣接する重畳部４５）の厚さよりも薄い。また、中央部４６の吸収材料の坪
量は、周囲の吸収体（中央部に隣接する重畳部４５）の吸収材料の坪量よりも低い。吸収
体４０の幅方向Ｗの中央が非肌対向面側Ｔ２に凹んでいるため、着用者と吸収体の間に前
後方向に延びる空間を形成できる。当該空間によって体液を前後方向に拡散することがで
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き、吸収体の前後方向の全域にわたって吸収性能を有効活用し易くなる。
【００４８】
　また、トップシートに設けられた凸部５２及び凹部５１は、中央部４６と重なる領域に
配置されている。凸部５２及び凹部５１は、中央部４６と重なる一部の領域に設けられて
いればよく、中央部４６と重なる領域全体に重なっていなくてよい。本実施の形態の凸部
５２及び凹部５１は、吸収体４０の肌対向面全体を覆うように配置されている。
【００４９】
　中央部４６の凹んだ部分の厚さ（凹んだ部分の深さ）Ｄ１は、凸部５２の厚さ方向Ｔの
長さよりも長い。中央部４６の凹んだ部分の厚さが凸部の厚さよりも長いため、厚さ方向
Ｔにおいて中央部４６が設けられた領域内に凸部５２及び凹部５１が配置される。使い捨
ておむつ１０にかかる体圧は、中央部４６以外の領域（重畳部４５）に重なる凸部５２及
び凹部５１に掛かり、次いで、中央部４６に重なって配置された凸部５２及び凹部５１に
かかる。よって、中央部４６に重なって配置された凸部５２及び凹部５１にかかる体圧を
低減し、中央部４６に重なって配置された凸部５２及び凹部５１の形状を維持しやすい。
【００５０】
　図７は、図２に示す断面におけるトップシート５０及び吸収体４０を模式的に示した図
である。図７（ａ）は、着用前の状態を示しており、図７（ｂ）は、着用後の状態を示し
ている。着用前の状態では、吸収体の肌対向面に沿ってトップシート５０が配置されてお
り、トップシートの凸部５２及び凹部５１は、図７（ａ）に示すように、吸収体の全面に
亘って略均一な厚さで配置されている。具体的には、着用者の体圧がかかる前の状態にお
いて、中央部４６に重なる領域の凸部５２の厚さＬ１は、重畳部４５に重なる凸部５２の
厚さＬ２と同じ厚さである。
【００５１】
　着用者の体圧が使い捨ておむつに掛かると、図７（ｂ）に示すように、肌対向面側Ｔ１
から非肌対向面側Ｔ２に向かって使い捨ておむつ１０が押圧される。図示する二点鎖線は
、着用者の身体のラインを示す。このとき、吸収体の幅方向の中央に位置する中央部４６
が非肌対向面側に凹んでいるため、中央部４６と重なる領域のトップシートは、中央部４
６の周囲と重なるトップシートと比べて、体圧を受け難い。よって、中央部４６と重なる
領域に配置されたトップシート５０の凸部５２及び凹部５１は、潰れ難く、その形状を維
持し易くなる。着用者の体圧がかかった状態において、重畳部に重なる凸部５２の厚さＬ
４は、中央部４６に重なる領域の凸部５２の厚さＬ３よりも薄くなる。中央部４６に重な
る領域に設けられた凸部５２及び凹部５１の形状を更に維持し易いため、中央部４６と重
なる領域に配置された凸部５２及び凹部５１を介して、吸収体４０の中央部４６に体液を
引き込むことができ、体液の引き込み性を向上できる。
【００５２】
　中央部４６よりも幅方向の外側に、第１領域４０１、第２領域４０２及び第３領域４０
３が積層された重畳部４５が配置される。重畳部４５は、周囲と比較して吸収材料の坪量
が高い。中央部４６に重なる領域に設けられた凸部５２及び凹部５１を介して中央部４６
に引き込んだ体液を、比較的坪量が高い重畳部４５によって吸収し、体液の引き込み性を
更に向上できる。
【００５３】
　中央部４６は、前後方向に延びており、吸収体４０の前端縁から後端縁まで連続して設
けられている。吸収体の中央部４６が前後方向に延びているため、吸収体の前後方向に延
びる一定領域において、トップシートの凸部５２及び凹部５１を維持でき、体液の引き込
み性を向上できる。また、中央部４６、凸部５２、及び凹部５１は、いずれも前後方向に
延びているため、中央部４６の凹みに沿って凸部５２及び凹部５１が配置され、よりその
形状を維持し易くなる。
【００５４】
　重畳部４５の内側縁は、非肌対向面側に向かって延びる壁部４７を有する。当該壁部４
７は、中央部４６の外側縁を構成する。壁部の厚さ方向の長さは、中央部の凹み部分の厚
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さ方向の長さ（深さ）Ｄ１となる。凸部５２及び凹部５１は、壁部４７を覆う領域に配置
される。壁部は、非肌対向面側に向かって延びており、平面方向に延びる領域と比較して
体圧が掛かり難い。当該壁部を覆う領域に配置された凸部５２及び凹部５１は、体圧等に
よって潰れ難く、形状が維持され易い。凸部５２及び凹部５１の形状を更に維持し易いこ
とにより、凸部５２及び凹部５１による体液の引き込み性を更に向上できる。
【００５５】
　図８は、使い捨ておむつの着用状態を模式的に示した断面図である。使い捨ておむつ１
０は、着用者に装着されると、着用者の両足によって挟まれる。使い捨ておむつは、着用
者の脚によって挟まれ、幅方向Ｗの外側から幅方向Ｗの内側に向かう力がかかる。第１折
り線ＦＬ１よりも幅方向の外側には、第３領域４０３のみが配置されるため、幅方向Ｗの
外側から幅方向Ｗの内側に向かう力は、第３領域４０３の外側縁４０３Ｅに掛かる。第３
領域４０３は、変形することによって幅方向の外側から幅方向の内側に向かう力を吸収す
る。よって、第１領域４０１が当該力によって変形することを防ぐことができ、中央部４
６の幅を確保することができる。また、第３領域４０３が着用者側に盛り上がるように変
形すると、中央部４６を挟んで両側に位置する第３領域４０３による壁は、高くなる。第
３領域４０３による壁が高くなることにより、中央部４６の凹んだ部分の深さが深くなる
。中央部４６に重なる領域に配置される凸部５２及び凹部５１は、体圧をより直接受け難
くなり、その形状が維持され易く、体液の引き込み性の効果をより発揮できる。
【００５６】
　第２領域４０２の吸収材料の坪量は、第１領域４０１の吸収材料の坪量よりも低く、第
３領域４０３の吸収材料の坪量よりも低い。具体的には、第１領域４０１は、パルプとＳ
ＡＰを有し、第２領域４０２は、実質的に吸収材料を有しない。第２領域４０２は、設計
上のＳＡＰ等の吸収材料の坪量が零であるが、製造工程において第１領域等から混入した
ＳＡＰやパルプを有していてもよい。第１領域４０１のパルプの坪量及び第３領域４０３
のパルプの坪量は、第２領域４０２のパルプの坪量よりも高い。また、第２領域４０２は
、第１領域４０１等よりも低い坪量のパルプを含んでいてもよいし、パルプ及びＳＡＰの
両方を含まずにコアラップ４０ｂのみで構成されていてもよく、比較的坪量が低く構成さ
れていることにより、第２領域４０２を介して第１領域４０１に体液を円滑に導くことが
できる。
【００５７】
　第２領域４０２のパルプの坪量よりも第１領域４０１のパルプの坪量が高いため、重畳
部において第２領域４０２から第１領域４０１に体液が移行し易くなり、非肌対向面側Ｔ
２に位置する第１領域４０１に体液を導き易くなる。第１折り線ＦＬ１及び第２折り線Ｆ
Ｌ２には、パルプの坪量の違いによる剛性差が形成される。よって、第１折り線ＦＬ１及
び第２折り線ＦＬ２を基点に吸収体４０をより折り畳み易くなる。
【００５８】
　第２領域４０２の厚さは、第１領域４０１の厚さよりも薄く、第３領域４０３の厚さよ
りも薄い。第１折り線ＦＬ１及び第２折り線ＦＬ２は、吸収体４０の厚さ及び坪量が変化
する境界であり、剛性が変化する境界となる。よって、第１折り線ＦＬ１及び第２折り線
ＦＬ２を基点に吸収体４０を折り畳み易い。
【００５９】
（４）吸収体同士の接合態様及び吸収体と非肌面シートの接合態様
　次いで、吸収体同士の接合態様及び吸収体と非肌面シートの接合態様について説明する
。使い捨ておむつ１０には、吸収体４０が折り畳まれた折り畳み状態において、第１接合
部Ｒ１と、第２非接合部ＮＲ２と、第３接合部Ｒ３と、第３非接合部ＮＲ３と、が設けら
れている。各接合部は、ホットメルト型接着剤等の接着剤が配置された領域である。第１
接合部Ｒ１、第２非接合部ＮＲ２、第３接合部Ｒ３、及び第３非接合部ＮＲ３を有するこ
とにより、着用時の使い捨ておむつ１０の意図しない変形を抑制し、排泄物の漏れを抑制
できる。また、図示しないが、第１領域の非肌対向面と非肌面シートは、接合されている
。
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【００６０】
　第１接合部Ｒ１は、第１領域４０１の肌対向面と第２領域４０２の非肌対向面とが接合
された部分である。第１接合部Ｒ１は、第１領域４０１の肌対向面と第２領域４０２の非
肌対向面とが対向した全面に設けられていてもよいし、当該対向した面の一部に設けられ
ていてもよい。第１接合部Ｒ１が設けられていることにより、使い捨ておむつ１０に対し
て幅方向の外側から幅方向の内側に向かって力がかかった際に、第１領域４０１と第２領
域４０２の位置がずれることを抑制し、第１折り線ＦＬ１による折り構造が維持され易い
。よって、第１領域４０１の意図しない変形及び吸収体全体が幅入りすることを防ぐこと
ができ、中央部４６の幅を確保することができる。
【００６１】
　第２非接合部ＮＲ２は、第２領域４０２の肌対向面と第３領域４０３の非肌対向面とが
接合されていない部分である。第２非接合部ＮＲ２は、少なくとも股下域２５において第
２領域４０２の肌対向面と第３領域４０３の非肌対向面とが対向した全面に設けられてい
る。第２非接合部ＮＲ２は、使い捨ておむつ１０の前後方向の中心を跨ぎ、かつ股下域２
５において前後方向に延びる。股下域２５において第２領域４０２の肌対向面と第３領域
４０３の非肌対向面とが接合されていないため、幅方向の外側から幅方向の内側に向かう
力がかかった際に、第１領域４０１と接合された第２領域４０２を基点にして左右の第３
領域４０３が着用者側に盛り上がるように変形する。よって、中央部４６の凹んだ部分の
深さは、より深くなる。中央部４６に重なる領域に配置される凸部５２及び凹部５１は、
体圧をより直接受け難くなり、その形状が維持され易く、体液の引き込み性の効果をより
発揮できる。
【００６２】
　第３接合部Ｒ３は、第３領域４０３と非肌面シートが接合された部分である。より詳細
には、第３接合部Ｒ３において、第３領域４０３の非肌対面と非肌面シートとしてのバッ
クシート６０ａの肌対向面とが接合されている。第３領域４０３の前後方向Ｌの範囲は、
吸収体４０の前後方向Ｌの全域である。第３接合部Ｒ３の幅方向Ｗの範囲は、第３領域４
０３の外側縁から幅方向Ｗの内側に延びる一定の範囲である。第３接合部Ｒ３は、第１折
り線ＦＬ１よりも幅方向Ｗの外側に位置し、第１折り線ＦＬ１と離間している。第３接合
部Ｒ３よりも幅方向Ｗの内側には、第３非接合部ＮＲ３が設けられている。第３非接合部
ＮＲ３は、第３領域４０３と非肌面シートが接合されていない部分である。第３非接合部
ＮＲ３は、使い捨ておむつ１０の前後方向の中心を跨ぎ、かつ股下域２５において前後方
向Ｌに延びる。第３非接合部ＮＲ３は、第３接合部Ｒ３よりも幅方向Ｗの内側かつ第１折
り線ＦＬ１よりも幅方向Ｗの外側である。第１折り線ＦＬ１よりも幅方向の内側の領域で
は、第１領域４０１とバックシート６０ａは、接合されている。
【００６３】
　第３領域４０３とバックシート６０ａは、第３接合部Ｒ３によって接合され、かつ第３
非接合部ＮＲ３によって接合されていない。そのため、幅方向Ｗの外側から幅方向Ｗの内
側に向かう力がかかった際に、第３接合部Ｒ３を基点にして第３非接合部ＮＲ３に接する
吸収体４０が着用者側に盛り上がるように変形し、第３領域４０３、バックシート６０ａ
、及び第１領域４０１によって囲まれた空間Ｓ１を少なくとも股下域２５に設けることが
できる（図８参照）。当該空間Ｓ１によって前後方向Ｌに湿気を拡散でき、肌に触れる部
分の湿りを低減し、装着感を向上できる。また、第３領域４０３による壁が高くなること
により、中央部４６の凹んだ部分の深さがより深くなる。中央部４６に重なる領域に配置
される凸部５２及び凹部５１は、体圧をより直接受け難くなり、その形状が維持され易く
、体液の引き込み性の効果をより発揮できる。
【００６４】
　（５）変形例に係る吸収性物品
　次いで、図９～図１０に基づいて変形例に係る吸収性物品について説明する。なお、変
形例の説明において実施形態と同様の構成については同符号を用いて説明を省略する。図
９は、変形例１に係る吸収性物品のトップシートを示している。変形例１に係るトップシ
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ート５０の凸部５２及び凹部５１は、実施の形態の凸部５２及び凹部５１と異なる。変形
例１に係る凹部５１、凸部５２の周り囲んで配置されている、凸部５２は、平面視にて点
状であり、幅方向Ｗ及び前後方向Ｌにおいて間隔を空けて配置されている。変形例１に係
るトップシート５０を有する吸収性物品によれば、凸部５２の周りを囲んで凹部５１が配
置されているため、凸部５２に引き込んだ体液を周囲の凹部５１に拡散できる。平面視に
て体液を放射状に拡散でき、より迅速に体液を拡散し、体液の引き込み速度を高めること
ができる。
【００６５】
　図１０は、変形例２に係る吸収性物品としての使い捨ておむつ１０Ａの平面図である。
変形例２に係る使い捨ておむつ１０Ａの吸収体４０Ｘは、実施の形態の吸収体４０と異な
る。変形例２に係る吸収体４０Ｘは、折り畳まれてない。吸収体４０Ｘの中央部４６Ｘは
、周囲よりも坪量又は厚さが薄くなるように吸収材料が積層されている。中央部４６Ｘは
、吸収体４０Ｘの前端縁と離間し、かつ吸収体４０Ｘの後端縁と離間している。中央部４
６Ｘは、吸収体４０Ｘの前後方向の全域に設けられてなく、吸収体４０Ｘの前後方向の一
部の領域に設けられている。変形例２に係る吸収性物品によっても、非肌対向面側に凹ん
だ中央部によって前後方向に体液を拡散できる。中央部が吸収体の前端縁と離間し、かつ
吸収体の後端縁と離間していることにより、中央部によって前後に拡散する体液が吸収体
の前端縁及び後端縁に到達し難くなる。よって、吸収体の前端縁及び後端縁における体液
の漏れを更に抑制できる。
【００６６】
　他の変形例として、吸収体４０の第１領域４０１の幅方向の中央の領域において第１領
域４０１と非肌面シートとしてのバックシート６０ａが接合された接合部と、吸収体４０
の第１領域４０１の外側縁から幅方向Ｗの内側に向かう領域において第１領域４０１と非
肌面シートとしてのバックシート６０ａが接合されていない非接合部と、を有してもよい
。第１領域４０１の幅方向の中央の領域では、第１領域４０１と非肌面シートは、接合さ
れている。吸収体４０の第１領域４０１の外側縁から幅方向Ｗの内側に向かう領域では、
１領域４０１と非肌面シートは、接合されていない。当該変形例に係る使い捨ておむつに
よれば、幅方向Ｗの外側から幅方向の内側に向かう力がかかり、左右の第３領域４０３が
着用者側に盛り上がるように変形する際に、第１領域４０１の外側縁も着用者側に盛り上
がるように変形し易くなる。よって、第３領域４０３、非肌面シート、及び第２領域４０
２によって囲まれた空間をより広く形成できる。当該空間によって前後方向Ｌに湿気を拡
散でき、肌に触れる部分の湿りを低減し、装着感を向上できる。また、第３領域４０３に
よる壁が高くなることにより、中央部４６の凹んだ部分の深さがより深くなる。中央部４
６に重なる領域に配置される凸部５２及び凹部５１は、体圧をより直接受け難くなり、そ
の形状が維持され易く、体液の引き込み性の効果をより発揮できる。
【００６７】
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。したがって
、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によ
ってのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００６８】
１０、１０Ａ　　：使い捨ておむつ（吸収性物品）
２０　　　　　　：前胴回り域
２５　　　　　　：股下域
３０　　　　　　：後胴回り域
４０、４０Ｘ　　　：吸収体
４０ａ　　　　　：吸収コア
４０ｂ　　　　　：コアラップ
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４５　　　　　　：重畳部
４６　　　　　　：中央部
４０１　　　　　：第１領域
４０２　　　　　：第２領域
４０３　　　　　：第３領域
５０　　　　　　：トップシート
５１　　　　　　：凹部
５２　　　　　　：凸部
Ｌ　　　　　　　：前後方向
Ｔ　　　　　　　：厚さ方向
Ｗ　　　　　　　：幅方向
ＦＬ１　　　　　：第１折り線
ＦＬ２　　　　　：第２折り線
Ｒ１　　　　　　：第１接合部
ＮＲ２　　　　　：第２非接合部
Ｒ３　　　　　　：第３接合部
ＮＲ３　　　　　：第３非接合部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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